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■
第
５
期
計
画
の
ポ
イ
ン
ト

　
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ

り
、多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
き

め
細
か
く
対
応
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、障
が
い

児
支
援
の
た
め
の
障
害
児
福

祉
計
画
を
新
た
に
策
定
し
ま

し
た
。

■
新
規
事
業

「
在
宅
超
重
症
心
身
障
が
い
児

の
家
族
に
対
す
る
レ
ス
パ
イ
ト

ケ
ア
事
業
」

　
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す

る
超
重
症
心
身
障
が
い
児
を

在
宅
で
介
護
す
る
家
族
の
精

神
的
、身
体
的
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
、対
象
と
な
る
障
が

い
児
を
一
時
的
に
預
か
る
短

期
入
所
事
業
所
な
ど
に
対
し

助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

■
拡
充
事
業

「
障
害
者
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

支
援
事
業
」

　
こ
れ
ま
で
の
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
に
加
え
、手
話
通
訳

者
養
成
講
座
を
実
施
し
、手
話

通
訳
者
派
遣
に
対
応
で
き
る

登
録
手
話
通
訳
者
の
増
員
を

図
り
ま
す
。

　
ま
た
、手
話
に
関
す
る
基
本

理
念
と
施
策
の
推
進
な
ど
に

つ
い
て
規
定
す
る「
加
須
市
手

話
言
語
条
例
」の
制
定
に
向
け

準
備
を
進
め
ま
す
。

■
拡
充
事
業

「
障
害
者
総
合
支
援
法
の
改

正
に
よ
る
新
た
な
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」

　
一
人
暮
ら
し
を
希
望
す
る

障
が
い
者
を
定
期
的
な
訪
問

な
ど
で
支
援
す
る「
自
立
生
活

援
助
」や
、一
般
就
労
へ
移
行

し
た
障
が
い
者
の
相
談
に
応

じ
、企
業
な
ど
と
連
絡
調
整
を

行
い
支
援
す
る「
就
労
定
着
支

援
」な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
追
加

さ
れ
ま
し
た
。

■
廃
止
事
業

　
次
の
事
業
は
平
成
₂₉
年
度

を
も
っ
て
廃
止
し
ま
し
た
。

・知
的
障
害
者
職
親
委
託
事
業

・障
害
者
自
立
訓
練
支
援
事
業

障がいのある方が健康で安心して住み慣れた地域で住み続けられるよう、今後３年間（平成30年度
～32年度）の障がい者支援の方向性、施策などを示した「第５期障害者計画」を策定しました。
この計画は、障がいのある方の自立および社会参加などの方向性を示す「障害者計画」と、障害福祉
サービスなどの各年度の見込量やその確保策を定める「障害福祉計画」、障がい児支援に係る提供
体制の推進を定める「障害児福祉計画」の３つの計画から構成されています。

問合せ　障がい者福祉課（☎内線197）

第５期障害者計画を策定
～誰もがいきいきと住み続けるまちづくり～


